
進学した場合

「修学資金返還債務履行
猶予申請書」(第９号様
式)を提出

県知事から猶予の承認通
知（原則修学期間）

進学先の学校等を卒業又
は退学

業務従事状況報告 猶予期間中に転職
「勤務先変更届」(第
５号様式)を提出

特定医療施設等以外に再就職の場合

猶予期間中に退職

県内の特定医療施設等以外
に就職又は無職の場合
「修学資金返還届」(第10
号様式)を提出

県知事から返還通知

納入通知書により金融機関
へ返還額を納付

※

納入完了（県で確認）
※

※
県から借用証書を返却

卒業からの修学資金の主な手続きフローチャート

看護学校等卒業

卒
業
前

卒

業

後

県知事から免除承認通知、借用証書を返却

修学資金受領終了

「借用証書」(第７号様式)を学校経由で提出
※県外看護学校等在学生は直接県に提出

県知事から猶予の承認通知
（原則として５年間）

　猶予期間中に転職や退職をし、修学資金を返還しなければならなくなった場合、それまでの
就労した期間等に応じ、返還額の一部が免除（減額）される場合があります。また、返還が完
了するまでに特定医療施設等に再就職した場合は、再度返還が猶予されます。
　修学資金の貸借関係は、いずれの場合も卒業時に提出した「借用証書」が返却されなければ
すべて完了したことになりません。手続き漏れがないよう十分確認し、不明なことがあれば県
へお問い合わせください。
　修学資金の手続きがすべて完了するまでに、住所・氏名の変更、連帯保証人の変更等があっ
た場合は、それぞれ定められた様式によりその都度県へ届け出てください。

県内の特定医療施設等へ看護職員として就職した場合

「修学資金返還債務履行猶予申請書」(第９号様式)を
提出

猶予期間（５年間）満了

修学資金返還債務免除申請書(第８号様式)を提出

引き続き
特定医療施設等に
再就職の場合

「業務従事状況報告書」
（第11号様式）を提出
（毎年度４月末日まで）

※ 看護学校等（進学した場合は進学し

た学校等）を卒業後、１年６か月以内

に看護師等の資格を取得し、すぐに県

内の特定医療施設等に看護職員として

就職しなければなりません。これ以外

の場合はすべて修学資金は返還しなけ

ればなりません。 


